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エルシニア症（Yersiniosis） 1 

 2 

１ エルシニア症とは 3 

 4 

エルシニア症とは Yersinia 属菌による感染症の総称であり、一般的には食中毒菌として知5 

られる Yersinia enterocolitica及び仮性結核菌として知られる Yersinia pseudotuberculosis によ6 

る感染症を指します 1）。 7 

 8 

エルシニア症の一般的な臨床症状は、発熱、下痢、腹痛などを主症状とする胃腸炎です。Y. 9 

enterocolitica 感染症の場合、年齢によって症状が異なり、乳幼児では下痢を主体とした症状10 

を示しますが、年齢が高くなるにつれて腸間膜リンパ節炎などの症状を示すことがあります 1）。11 

一方、Y. pseudotuberculosis 感染症の場合、胃腸炎症状の他に発疹、結節性紅斑など多様な12 

症状を呈することが多いとされています 1）。エルシニア症は 2～3 歳の小児に多く、成人ではま13 

れな感染症と認識されています 1）。 14 

これらの Yersinia 属菌は 4℃以下でも増殖可能であり、栄養分の乏しい低温の水中では長15 

期間生残することが特徴として上げられています 2), 3）。Y. enterocolitica については、加熱に対16 

する抵抗性は一般の腸内細菌と同様高くない（62.8℃の D 値※は多くの株で 0.7～17.0）と認識17 

されています 2)。 18 

  19 

２ リスクに関する科学的知見 20 

 21 

（１） 疫学 22 

エルシニア症の主たる感染経路は、食品や飲料水を介した経口感染です。Y. enterocolitica23 

感染症では、主に本菌に汚染された生の豚肉又は豚肉から二次的に汚染された食品を摂取し24 

て感染すると考えられていますが、野生動物の糞便などで汚染された沢水を介した感染が疑25 

われる事例も報告されています 2)。Y. pseudotuberculosis 感染症では、食品の摂取による場合26 

も報告されているものの、我が国における散発事例の多くが本菌に汚染された沢水や井戸水27 

の摂取による水系感染によるものと考えられています 3）。また、両菌とも保菌動物であるイヌや28 

ネコとの接触を介した感染事例も報告されています。なお、Y. pseudotuberculosis ではヒトから29 

ヒトへの感染はまれとされていますが、Y. enterocolitica については乳幼児の患者からヒトへの30 

                                                 
※ 最初に生存していた菌数を 1/10 に減少させる（つまり 90％を死滅させる）のに要する加熱時間を分単位で表した

もの（D-value：Decimal reduction time） 
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二次感染の可能性も指摘されています 4）。 1 

代表的な保菌動物である豚では両菌種を比較的高率に保菌しており、不顕性感染（臨床症2 

状を示さない）であることが知られています 1）。また、ヒツジも Y. pseudotuberculosis の保菌動3 

物として知られており、ヒツジとウシでは本菌による死・流産の報告がみられます。しかし、ウマ4 

又はニワトリでは通常両菌種とも分離報告がありません 5）。また、伴侶動物であるイヌとネコで5 

も両菌種を保菌し、不顕性感染であることが知られています 5）。野生動物では、ノネズミが両菌6 

種を高率に保有しており、主要な保菌動物として知られています 5）。 7 

なお、海外では、Y. pseudotuberculosis に汚染された野菜を原因とする集団感染事例も報告8 

されています 3）。 9 

 10 

（２） 我が国における食品の汚染実態 11 

両菌種とも生の豚肉から比較的高率に分離されますが、豚肉以外の食肉からはほとんど分12 

離されることはないと考えられています 3）。1990 年代前半の調査では Y. enterocolitica は我が13 

国で生産された豚肉の 8.1％から検出されたとの報告があります 2)。 14 

 15 

３ 諸外国及び我が国における最近の状況等 16 

 17 

（１） 諸外国等の状況 18 

① 米国では、全州から食品媒介疾病集団発生サーベイランスシステム（FBDSS）を通じて19 

収集されたエルシニア症の集団発生事例が米国疾病管理予防センター（CDC）で集計さ20 

れており、その報告数は以下のとおりです 6）。 21 

 22 

年 2004 2005 2006 2007 

事例数（件） 2 0 0 0 

患者数（人） 9 0 0 0 

* Y. enterocolitica のみ。 23 

※Foodborne Outbreak Online Database（http://wwwn.cdc.gov/foodborneoutbreaks/Default.aspx） 24 

から単一病原物質事例のみ集計 25 

 26 

 27 

② EU 加盟国におけるエルシニア症の発生状況は、欧州食品安全機関(EFSA)と欧州疾病28 

予防管理センター(ECDC)で集計されており、その報告数は以下のとおりです 7）。 29 

 30 
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 1 

年 2005 2006 2007 2008 

事例数（件） 9 26 22 22 

患者数（人） 22 604 - 101 

＊2008 年は疑い例も含む。 ―：データなし 2 

 3 

（２） 我が国の状況 4 

 5 

我が国では、Y. pseudotuberculosis については届出義務がありませんが、Y. enterocolitica6 

については、食品衛生法で食中毒菌として定義され、届出が義務付けられています。2004 年 77 

月に奈良県内でリンゴサラダが原因食品となった Y. enterocolitica の食中毒事例（患者数 408 

名）が報告されていますが、2005～2009 年には報告がありません 8）, 9)。 9 

 10 
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